
ル
ナ
社
ワ
ク
チ
ン
を
使
用
し
ま
す
。
ご
希
望
に
添

え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
接
種
券
が
届
か
な
い
場
合
　

次
に
該
当
す
る
方
は
、
接
種
券
が
届
か
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

・�

他
市
町
村
で
２
回
目
の
接
種
を
受
け
て
か
ら
、

本
町
に
転
入
し
た
方

・�

海
外
で
接
種
を
受
け
た
方

お
手
数
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
町
健
康
福
祉
課

（
☎
８
５
２
・
５
１
８
０
）
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※�

12
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
方
は
、
誕
生
日
の
前

月
に
接
種
券
を
発
送
し
ま
す
。

※�

５
～
11
歳
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン

接
種
は
、
３
月
下
旬
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
詳

細
が
決
ま
り
次
第
、
個
別
に
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

　
問
い
合
わ
せ
先
　

接
種
券
の
送
付
や
予
約
等
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

・�

町
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
予
約
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

�　
０
５
７
０
・
６
６
６
・
７
６
４

（
平
日
午
前
９
時
～
午
後
４
時
）

※�

接
種
予
約
日
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
の
疑
い
が
あ
る
場
合
や
体
調
が
悪
い
場
合

は
、
予
約
の
キ
ャ
ン
セ
ル
や
日
時
変
更
を
し
て

い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
リ
ス
ク
や
副
反
応
に
係
る
相
談

等
、
医
学
的
知
見
が
必
要
と
な
る
専
門
的
な
お
問

い
合
わ
せ

・�

秋
田
県
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
相
談
セ
ン
タ
ー

　
０
５
７
０
・
０
６
６
・
５
６
７

（
午
前
８
時
～
午
後
５
時
）

・�

厚
生
労
働
省
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
8�
０
１
２
０
・
７
６
１
・
７
７
０

（
午
前
９
時
～
午
後
９
時
、土
日
・
祝
日
も
実
施
）

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
有
効
性
・
安
全
性
な

ど
の
詳
し
い
情
報
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
首
相
官
邸
ワ
ク
チ
ン
特

設
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
県
の
接
種
会
場（
秋
田
市
）で
　
　
　
　
　

　
ワ
ク
チ
ン
の
３
回
目
接
種
を
行
え
ま
す
　

県
の
接
種
会
場
で
は
、
２
回
目
接
種
日
か
ら
６

か
月
以
上
が
経
過
し
て
い
れ
ば
、
接
種
を
受
け
ら

れ
ま
す
。

◀
会　
　
場　

�

秋
田
県
総
合
保
健
事
業
団　
中
央

健
診
セ
ン
タ
ー
（
秋
田
市
川
尻
町

字
大
川
反
２
３
３
︱
１
８
６
）

◀

接
種
日　

�

３
月
27
日
㈰
ま
で
の
日
曜
祝
日

（
５
日
間
）

◀

ワ
ク
チ
ン
の
種
類

　
　
　
　
　
　
武
田
／
モ
デ
ル
ナ
社
ワ
ク
チ
ン

◀

予
約
方
法　

�

❶
、
❷
の
い
ず
れ
か
で
予
約
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

❶�

予
約
専
用
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　

https://akitapref-va.com
/

❷�

秋
田
県
ワ
ク
チ
ン
接
種
予
約
受
付
セ
ン
タ
ー

　
　
０
５
７
０
・
０
１
５
・
０
１
８

（
午
前
９
時
～
午
後
６
時
、
土
日
祝
日
含
む
）

予
約
枠
の
空
き
状
況
は
、
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://w
w
w
.pref.akita.lg.jp/pages/

archive/62633

）か
ら
ご
確
認
い
た
だ
け
ま
す
。

❖首相官邸
　ワクチン
　特設ページ

❖厚生労働省
　ホームページ
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接
種
券
送
付
時
期
　

�

３
回
目
の
接
種
券
は
、
ワ
ク
チ
ン
を
２
回
接
種
し

た
18
歳
以
上
の
方
に
、
左
の
表
に
記
載
の
と
お
り

順
次
発
送
し
ま
す
。

２
回
目
接
種
日

３
回
目
接
種
券

送
付
日

令
和
３
年
９
月
１
日
ま
で

送
付
済

令
和
３
年
９
月
２
日
～

９
月
30
日

３
月
下
旬

令
和
３
年
10
月
１
日
～

10
月
31
日

４
月
下
旬

令
和
３
年
11
月
以
降

５
月
下
旬
以
降

　
接
種
時
期
　

・�

医
療
従
事
者
、
高
齢
者
施
設
等
の
入
所
者
と
従

事
者

　
２
回
目
接
種
日
か
ら
６
か
月
以
上
経
過
後

・�

�65
歳
以
上
の
方

　
２
回
目
接
種
日
か
ら
６
か
月
以
上
経
過
後

・�

�18
歳
～
64
歳
の
方

　
２
回
目
接
種
日
か
ら
７
か
月
以
上
経
過
後

※�

２
回
目
接
種
日
か
ら
６
か
月
以
上
経
過
し
た
方

で
、
事
情
に
よ
り
早
め
の
接
種
を
希
望
す
る
方

は
、
町
健
康
福
祉
課
（
☎
８
５
２
・
５
１
８

０
）
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
接
種
場
所
　

基
本
的
に
、
１
・
２
回
目
の
接
種
と
同
じ
場
所

で
接
種
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

・
集
団
接
種　
町
民
セ
ン
タ
ー

対
象
者
に
は
、
接
種
日
を
あ
ら
か
じ
め
指
定
し

て
い
ま
す
。
接
種
券
に
同
封
の
接
種
済
証
の
右
上

に
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・�
個
別
接
種　
千
葉
内
科
医
院

当
院
で
接
種
し
た
方
を
優
先
し
ま
す
。
接
種
は

毎
日
実
施
し
ま
す
。

※�

同
じ
場
所
で
３
回
目
接
種
が
で
き
な
い
方
は
、

町
健
康
福
祉
課
（
☎
８
５
２
・
５
１
８
０
）
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※�

基
礎
疾
患
の
あ
る
方
は
、
町
外
の
か
か
り
つ
け

医
で
も
接
種
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

直
接
医
療
機
関
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
予
約
方
法
　

接
種
希
望
の
方
は
、
全
員
予
約
が
必
要
で
す
。

接
種
券
に
同
封
の
水
色
の
ち
ら
し
に
集
団
接
種
と

個
別
接
種
の
予
約
方
法
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

　
接
種
費
用
　

　
　
　
　
　
　
　
無
料

　
ワ
ク
チ
ン
の
種
類
　

個
別
接
種
は
フ
ァ
イ
ザ
ー
社
ワ
ク
チ
ン
、
集
団

接
種
は
フ
ァ
イ
ザ
ー
社
ワ
ク
チ
ン
と
武
田
／
モ
デ

新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
の

追
加
接
種（
３
回
目
）が
始
まっ
て
い
ま
す

かかりつけ医がいないなど、医療機関に
迷う場合は、右記の「あきた新型コロナ受
診相談センター」へご相談ください。紹介
された医療機関を受診する際は、必ず事前
に受診先へ電話してください。

従来よりも感染力の強いオミクロン株を含め新型コ
ロナウイルスの感染者数が全国的に急拡大しており、
秋田県内でもクラスターが発生するなど、身近な場所
で感染が拡大していることから、感染防止対策の徹底
に努めるようお願いします。
⃝�まん延防止等重点措置区域との不要不急の往来は避
ける。
⃝�上記以外の地域との往来は訪問先等の感染状況を踏
まえて慎重に判断する。

⃝�従来と同様に手指の消毒、正しいマスクの着用、こ
まめな手洗い、うがい、三密の回避といった基本的
な対策を徹底する。
⃝�混雑した場所など感染リスクの高い場所を避ける。
⃝�不特定多数による飲食を伴う会食は控える。
⃝�咳、発熱、喉の痛み、体のだるさ、味覚、嗅覚の異
常を感じたときは、無理に外出せず速やかに「かか
りつけ医」に電話で相談する。

▶�あきた新型コロナ受診相談センター（コールセンター）の電話番号
　☎018・866・7050（24時間受付）
　☎018・895・9176（8：00〜17：00受付）
　　0570・011・567（8：00〜17：00受付）

発熱などの症状があり受診を希望する場合は
まずはかかりつけ医に必ず電話でご相談ください

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため
町民の皆さまへのお願い

❶住民税非課税世帯
　既に対象と思われる世帯には通知を発送しています。

　 ▼申請期限　通知を発送した日から３か月経った日
❷家計急変世帯
　上記❶に該当する者以外の世帯のうち、新型コロナウ
イルス感染症の影響を受けて令和３年１月以降の家計が
急変し、世帯員全員のそれぞれの１年間の（給与収入、
事業収入、不動産収入、年金収入の経常的な）収入見込
額が住民税の非課税となる水準に相当する額以下である

世帯が該当しますので、町総務課または町ホームページ
から申請書を取得し、記入のうえ関係資料を添付し町総
務課へ提出してください。

　 ▼申請期限　９月30日㈮
※どちらも、忘れずに申請をお願いします。
※�❶、❷に関わらず、住民税が課税されている者の扶養
親族等のみで構成される世帯は対象外となります。

住民税非課税世帯等に10万円を給付
生活支援臨時特別給付金事業を開始しています

お問い合わせ　町総務課（☎852・5332）


